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社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会第３６回技術部会 

令和７年３月１４日 

 

 

【村上室長】  それでは、定刻になりましたので、社会資本整備審議会交通政策審議会

技術分科会第３６回技術部会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、御参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の進行

を務めさせていただきます国土交通省総合政策局技術政策課、村上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日は、対面とオンライン併用による開催となります。会議中に接続不良などございま

したら、事前にお伝えしております連絡先またはＴｅａｍｓのチャット機能で御連絡くだ

さい。御発言を希望される際は、対面出席の皆様は挙手、オンライン出席の皆様はＴｅａ

ｍｓの「手を挙げる」機能を御利用いただければと思います。オンラインの出席の皆様に

つきましては、発言時のみマイクとカメラをオンにしていただき、それ以外はオフにして

いただくよう御協力をお願いいたします。 

 本日の会合は、一般公開の形で開催させていただいております。議事録の公表について

の取扱いにつきまして、あらかじめ御了承いただければと存じます。 

 次に、本日の資料について確認させていただきます。会場にて御出席の委員の皆様にお

かれましては、卓上のタブレット端末に資料を御用意しております。議事次第に資料のリ

ストを記載しております。過不足がございましたら、事務局までお申しつけください。 

 それでは、会議の開始に先立ちまして、技監の廣瀬より御挨拶申し上げます。廣瀬技監、

よろしくお願いいたします。 

【廣瀬技監】  委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しいところをお集まり、あ

るいはウェブでご参加いただきまして、誠にありがとうございます。特に６名の委員の

方々が新しく参加いただけるようになりました。それぞれの専門分野のみならず、高所大

所からの御支援、御指導をいただければと思います。 

 今年に入ってから大雪の話があり、あるいは大船渡の山火事の話がありました。振り返

りますと、昨年の１月に能登半島地震があり、震度７を記録した地域で同じ年の９月に特

別警報が発令されまして、復旧復興半ばでまた今度は水による被害を受ける。非常に我々

としては重く受け止めないといけない事案が発生しております。また、御存じのとおり、
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１月の末には埼玉県の八潮市で流域下水道という、１０メートル地下に入っている、径が

４.７５メートルある管が壊れまして、大規模な道路陥没、トラックドライバーの方が巻

き込まれているという状態が続いている状況でございます。 

 笹子トンネルの事案を受けまして、インフラの定期的な点検や技術開発も進めてきたと

ころでございますけれども、このような事故、自然災害の頻発、それから、インフラ老朽

化に伴うこのような事故を重く受け止めて、しっかり対策をとっていくことが必要ですし、

やはり技術の開発や、その技術を実装していくことが本当に大事だと改めて強く思ってい

るところでございます。 

 強靱化の予算として、５か年加速化対策という予算があり、令和３年から７年で、ＤＸ

関係の技術開発は、強靱化の文脈でもやはり必要かと認識しているところでありまして、

今年ちょうど国会で審議中の来年度予算におきましても、ＤＸ関係の予算をしっかり確保

させていただいていると認識しているところでございます。 

 若干、繰り返しになりますけれども、やはりこれだけ気象が厳しくなって、地震の切迫

性が高くなっている状況、あるいはインフラメンテナンスもこれからどんどん、いわゆる

法定の耐用年数を過ぎた施設も増えてくるという状況においては、技術の開発、実装が必

要だと本当に強く思っているところでございます。 

 この技術部会の話に戻らせていただきますと、一昨年の１２月にこの部会におきまして

御承認をいただきました分野横断的な政策を議論いただきますワーキンググループで合計

８回御議論いただきまして、先週にとりまとめを公表させていただいたところと認識して

おります。本日は、そのような結果も踏まえまして、第５期の国土交通技術基本計画の重

点分野のうち、持続可能なインフラメンテナンスなど３つの分野につきまして、技術研究

の開発や取組状況を説明させていただきたいと思います。 

 これから大事なところ、やはり連携を図っていろいろな取組を進めていくということに

なると、技術開発というものは政府としても今重要な課題になっていますので、国土交通

省の計画が政府の計画とどのように連携していくかということが大事であると思っていま

すので、次の新たな基本計画の策定に向けて、基本的な方針についても、委員の皆様から

御意見を頂戴できればと思います。限られた時間ではございますけれども、活発な御意見

をお願いしまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願いします。 

【村上室長】  ありがとうございました。 

 続きまして、部会長選任について御報告させていただきます。社会資本整備審議会令第
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７条第４項、交通政策審議会令第６条第３項及び第７条第３項に基づき、あらかじめ技術

部会に属する社会資本整備審議会委員、交通政策審議会委員の皆様に技術分科会会長及び

技術部会会長を互選いただきました結果、引き続き小澤一雅委員が社会資本整備審議会技

術部会長、交通政策審議会技術分科会長、交通政策審議会技術分科会技術部会長として選

任されました。御協力いただきました委員の皆様には改めてお礼申し上げます。 

 それでは、小澤部会長より御挨拶をいただきます。小澤部会長、よろしくお願いいたし

ます。 

【小澤部会長】  部会長を仰せつかりました政策研究大学院大学の小澤でございます。

このたび御指名をいただき、謹んでお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。

御指名でございますので、一言御挨拶申し上げたいと思います。 

 この技術部会でございますが、国土交通省全体の目指すべき目標となる技術研究開発の

目標を立てて、それを毎年、毎回フォローアップをしながら、さらにその実現に向けて、

どういう方向で考えていけばいいのかということを皆様方に御議論いただく場と心得てお

ります。このたび、分野横断的な技術政策のワーキングの中では、技術開発をどのように

実施すればいいかということだけではなくて、それを実際に現場で使ってもらえるように

実装するにはどういうことが必要なのか、その現状の課題と今後考えるべき視点について

御議論いただき、取りまとめていただいています。 

 さらに、それを国内だけではなくて、広く海外でも利用してもらうにはどうしたらいい

のか。あるいは技術開発、あるいは実装を支える人を我々はどのように育てていけばいい

のか。そういう視点でも議論をいただいて、取りまとめをいただいたところです。本日は、

この現在の技術開発の状況をフォローアップいただくだけではなく、次の技術基本計画に

どのようなものを盛り込んでいく必要があるかという議論をまずスタートさせていただき

たいと考えております。フォローアップだけではなく、今後の計画にどのような視点で、

どのような計画を盛り込んでいくべきか。幅広い皆様方の御意見をお願いできればと考え

ております。本日も御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

【村上室長】  ありがとうございました。 

 報道関係の写真撮影は、ここまでとさせていただきます。 

 本日、御出席の委員の御紹介につきましては、出席者名簿で代えさせていただきます。

また、国土交通省関係者についても、一部オンラインで出席していることを御報告させて

いただきます。 
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 それでは、これより議事に入らせていただきます。以降の進行につきましては、小澤部

会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

【小澤部会長】  それでは、次第に従いまして最初の議事、国土交通省の技術研究開発

の実施状況についてということで、３つのテーマについて事務局から御説明、よろしくお

願いいたします。 

【和田分析官】  それでは、大臣官房技術調査課の和田から、初めのほう、概要、説明

させていただきたいと思います。お手元、対面でいらっしゃる委員の先生におかれまして

は、タブレット、右にスワイプしていただきますと資料１が出てまいります。その後、下

にスワイプしていただきますと、ページが進んでいくというような形になってございます

ので、順番に説明させていただきたいと思います。資料１、国土交通省の技術研究開発の

実施状況についてということで１枚目でございます。ページ数については、右下のページ

番号を御覧いただければと思います。 

 １ページ目、本部会の意義でございます。技術部会の意義でございますけれども、４つ

目のポツとしまして、技術部会は、国土交通分野における科学技術の総合的かつ計画的な

振興を図るために基本的な政策について調査審議いただくものでございます。また、審議

結果を国土交通省技術基本計画として取りまとめておりまして、第５期については３年前

の令和４年４月に策定・公表させていただきました。 

 ２ページ目、位置づけについては飛ばさせていただきまして、３ページ目、第５期の技

術基本計画の概要でございます。構成としては３章立てになっていますが、１章に技術政

策の基本方針、３つの方向性、基本的な姿勢、そして将来の社会イメージということでま

とめさせていただき、第２章に重点分野を６つ並べているというところでございます。 

 具体的な内容につきましては、次の４ページ以降、書いてございますが、時間の関係上、

飛ばさせていただきまして、９ページに移らせていただきます。この技術基本計画のフォ

ローアップにつきましては、赤字で書いてございますけれども、社会経済情勢や最新の技

術動向等の外部環境の変化を分析し、技術政策ニーズを的確に把握して取り組むべき課題

等について見直し等の必要性を検討するというような形で、計画で位置づけられていると

ころでございます。 

 続きまして１０ページになります。これまでの取組について新しい委員の方もいらっし

ゃいますので簡単に振り返らせていただきますと、令和４年８月から令和６年５月まで５

回ほど、特にカーボンニュートラルですとか、デジタル・トランスフォーメーション、防
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災・減災・国土強靱化、こういったテーマについてフォローアップ等々させていただいた

ところでございます。 

 続きまして１１ページになります。本日は、これまで実施した１つ目の防災・減災、５

つ目のＤＸ、６つ目の脱炭素以外の、２番目のインフラメンテナンス、３番目の持続可能

な地域社会、４番目の経済の好循環の内容について、フォローアップをさせていただきた

いと考えているところでございます。 

 私からは以上です。 

【村上室長】  続きまして、各部局から説明を続けさせていただきます。１２ページを

御覧ください。持続可能なインフラメンテナンスに関する取組について御説明させていた

だきます。 

 それでは、総合政策局公共事業企画調整課よりお願いいたします。 

【池口課長】  １３ページ目を御覧ください。地域インフラ群再生戦略マネジメントの

説明でございますけれども、御承知のように、左にございますとおり、国交省が所管して

いるインフラというのは、５０年以上経過したものが年々増えていくという中、さらに市

区町村、特に小規模なところにおきましては技術系職員がかなり少ない。インフラの多く

は市町村が管理しているものですから、市区町村の中でうまいこと予防保全をしていただ

かないと、適切な維持管理ができないということでございます。 

 そういった中で、この右側にあります広域連携、多分野連携がございますけれども、こ

れまでは各自治体が１つ１つの分野について、例えば道路修繕だったら１つ、小規模で発

注、受注とやっていたのですけれども、そこを市町村も、その域を超えて自治体が束にな

って発注したりとか、一体になって管理したり、または、道路や、河川などの、分野にか

かわらず、まとめて発注して全体を管理していくということで、発注者側も、受注者側も

より効率的に維持管理できないかということで、既に先行事例もあるわけでございますけ

れども、実際、もっと全国に広げていきたいということで、委員会を設置して検討をして

いるところでございます。小澤部会長にも日頃からお世話になっております。 

 束ねる内容といたしましては、右下にあります自治体の束、技術者の束、事業者の束、

それぞれが細かい単位でやっていたものが、さらに束になったことによって、より連携し

て効率的にできないかということを考えているところでございます。 

 １４ページ目を御覧ください。今、モデル地区というのが１１地区設定されておりまし

て、黒丸の広域連携というところが先ほど１３ページ目の図にありますような自治体が束
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になったものでございます。それから、白丸の多分野連携と書いてあるところが、１つの

自治体の中で分野をまとめて管理していく、そういったモデル地区でございます。そうい

ったところで、今、具体的に進めていくという検討をやっているわけでございます。併せ

て、先行事例もありますので、その辺りの知見を取りまとめて、令和７年度に群マネの手

引きというものを策定いたしまして、これを全国展開していくということを考えていると

ころでございます。 

 １５ページ目を御覧いただきたいと思います。インフラメンテナンス大賞でございます。

目的といたしましては、メンテナンス産業の活性化、ベストプラクティスの全国展開、国

民の意識向上を図るということで設立されたものですけれども、昨年度はより世間にクロ

ーズアップするような意味合いも込めまして、極めて顕著な功績に対して内閣総理大臣賞

を創設しました。今年も３０２件の応募をいただきましたけれども、その中から上下水道

分野の技術が選定されました。今年も総理大臣にお越しいただきました。 

 １６ページ目を御覧いただきたいと思います。インフラメンテナンス国民会議でござい

ますけれども、産学官民、インフラメンテナンスについて一丸となって取り組むといった

組織でございます。中央組織もありますけれども、その下部に全国で各ブロックに地方フ

ォーラムという組織を作りまして、左下のほうに写真がございますように、マッチングイ

ベント、実証実験、勉強会等で自治体支援を行っているところでございます。 

 １７ページ目を御覧いただきたいと思います。インフラメンテナンスを効率的にやって

いくということでいきますと、新技術を市町村にたくさん使ってもらうということが大変

重要だと思っておりまして、自治体がしっかり導入できるように、また、維持管理のノウ

ハウの蓄積や技術力の向上を図る目的で、自治体に対して専門家を派遣するという取組も

行っているところです。左下のような体制で今現在進めておりまして、事務局は国土交通

省で担っているわけでございますけれども、この体制が令和７年度で切れてしまうという

ことで、令和８年度以降も、どうやって自立的に回していくかということも、この委員会

を設置して今検討しております。 

 私からは以上でございます。 

【村上室長】  引き続き、各局からの説明が続きます。それでは、水管理・国土保全局

よりお願いいたします。 

【久保室長】  水管理・国土保全局関係について御説明差し上げます。１８ページを御

覧ください。気候変動下における監視・管理技術の開発ということで、こちら、国立研究
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開発法人の土木研究所で取り組んでいただいている内容でございますが、気候変動に基づ

く雨量の増大についての計画は、一定程度、河川整備の計画に反映しておりますが、詳細

なところの監視や把握については、引き続き技術開発が必要だと考えておりまして、こち

ら、洪水低減区間の把握や、生物生息場に関する目標の設定のための観測・評価手法をど

のようにしていくかという問題を研究しているところでございます。 

 次のページを御覧ください。こちら、河川管理の現場での高度化・効率化の件でありま

すけれども、現在、御覧のように目視等を中心として巡視、点検等をしているところでご

ざいます。そういったものが著しく困難な場合は、徒歩や船により点検をしておりますが、

こういったものを、ドローンを活用した河川巡視等に切り替えていくということで、まさ

に今検討を進めているところでございます。 

 次のページを御覧ください。こちらから海岸の関係でありますけれども、海岸は堤防の

みならず、海岸線、砂浜も含めて全体として防護しているというところでございまして、

そういったものの実態をつかむというために、衛星等活用できないかというところの検討

を進めております。 

 次、お願いします。実態を把握していくと、様々な擾乱で砂浜が毀損、減耗していくと

いうことが分かっておりますので、そういった高潮、波浪等、打ち上げ高も含めて見通せ

る結合モデルというものの開発に取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

【石井参事官】  続いて、上下水道でございます。２２ページを御覧ください。冒頭、

技監からの挨拶にもございましたが、１月末に発生しました八潮市での大口径の下水道管

に起因すると考えられる大規模道路陥没事故でありますとか、あるいは昨年の能登半島地

震でも上下水道が損傷して長期にわたり断水がありました。こうしたことも踏まえまして、

デジタル技術を活用して上下水道のメンテナンスを高度化、効率化していくことが重要と

考えております。下の図に載っておりますが、左側にありますような人工衛星のデータを

用いた漏水検知の技術でありますとか、真ん中にあるようなドローンを使って下水管の中

を点検するような技術、こうした技術が実用化をされてきておりますので、こうした技術

を普及展開するために、現在、国交省ではＤＸ技術カタログというものを作成中でござい

ます。今月中を目途に公表に向けて準備を進めているところでございます。 

 ２３ページを御覧ください。先ほどお話をした八潮の事故を受けまして、大規模な下水

道の点検手法の見直しをはじめとして、大規模な陥没を引き起こすおそれがある地下管路
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の施設管理の在り方など検討していただくための有識者委員会を２月２１日に立ち上げて

おります。これまで３回開催をしております。検討項目のところにも書いておりますが、

重点的に点検を行う対象の施設やその頻度、それから、用いる技術など幅広い観点から検

討していただいているところでございます。 

 以上でございます。 

【西川課長】  続きまして、道路局関係について御説明いたします。２４ページ目、道

路のメンテナンスに関する技術研究開発でございます。道路分野の技術開発については、

左側にありますとおり、現場の開発ニーズとか、あるいはＳＩＰ等の技術開発を踏まえな

がら、新技術導入促進計画に導入する新技術について位置づけた上で、各種現場実験等を

行いながら社会実装していくという枠組みで行っております。特に点検支援技術につきま

しては、右上にありますとおり、こういった実装する技術を性能カタログで掲載しており

ますけれども、具体的に国が定めた性能値を開発者に求めて、その提出された技術をこう

いうカタログのようにまとめて地公体の皆様を含めて活用できるような形で取り組んでい

るところでございます。 

 また、下のほうに行きますけれども、真ん中のところの全国道路施設点検データベース

は、基本的なデータ、さらには各施設、構造物ごとの詳細なデータを一括的にデータベー

スとして作っているもので、令和４年から順次公開しているものでございます。こういっ

たものを、ＥＰＩを公開して、右側にありますとおり、こういったデータを一元的に連携

させて、活用して、点検の現場で活用できるような取組をしているところでございます。 

 続きまして２５ページ目でございます。土木研究所で取り組んでいます橋梁診断支援Ａ

Ｉシステムでございます。こちらは、道路橋の診断を支援するというＡＩシステムになっ

ておりまして、橋梁調査会、建コン、それから、システムベンダー、自治体等、官民の共

同研究で開始したものでございます。まさしくこういった点検、診断の熟練技術者の思考

プロセスを基に体系化、システム化したものでございまして、昨年１２月に公開している

ものでございます。右下にありますとおり、諸元のようなものを入力すると、このシステ

ムから各段階の判断や判定を通して、専門的有用なアドバイス等が出てくるシステムにな

っておりまして、ＡＩとしては、こういう専門家の推論をプログラミングして、エキスパ

ートシステム技術として用いているものでございます。 

 以上でございます。 

【村上室長】  続きまして、鉄道局よりお願いいたします。 
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【中野課長】  鉄道局です。２６ページをお願いいたします。鉄道のほうでも基本的に

メンテナンスは人手に頼っているところが大半でありまして、人手不足が深刻な問題とな

っております。こういった課題を解決するためにＩＣＴなどを活用して省力化を図れない

かという開発を進めております。今日は鉄道の車両と信号と、それから、レール、軌道の

省力化について御紹介したいと思います。 

 まず２６ページの左側ですけれども、これは車両の電車の上にあるパンタグラフ、これ

は走行すると電車線の摩擦で減るのですけれども、人が屋根に上ってゲージを当てて検査

をしているということを今やっておりまして、これを何とかＩＣＴ技術で自動化できない

かということで技術開発を進めております。それから、右側ですけれども、今の通常の鉄

道は、信号システム、レールに電流を流して信号を制御しているわけですけれども、これ

は乗っているとよく分からないですけれども、レールは結構、信号のケーブルが多くあり

まして、このメンテナンスに大変人手をかけております。これを解消するために有線では

なくて無線による列車制御システムで設備を減らせないか、こういう開発を進めていると

ころであります。 

 ２７ページをお願いします。続いてレールや軌道のメンテナンスですけれども、これも

人がレールの上を歩き、こういった人手をかけて保線を行っているところですけれども、

これを車両の前頭にスマホを載せて、カメラとそのスマホにある、最近のiPhoneだと加速

度センサーみたいのがついていて、それで加速度も測定してレールの傷み具合を自動的に

判別し、また、カメラのデータはＡＩに飲み込ませて、判別までできないかということで、

今、開発に取り組んでいるところであります。 

 以上です。 

【村上室長】  続きまして、港湾局よりお願いいたします。 

【近藤課長補佐】  続きまして、港湾局より御説明申し上げます。２８ページを御覧く

ださい。港湾施設につきましては、海上ですとか沿岸部に立地することから、陸上に比べ

ても塩害が起きやすい厳しい環境下にあります。また、その施設自体が海上部ですとか、

海中部の点検を要するということで、潜水士さんをはじめ、点検に必要な人材不足も課題

となっております。そのため、施設の長寿命化ですとか、あとは点検そのものの効率化・

高度化に関して技術開発を実施しておりまして、御紹介をさせていただきます。 

 まず、２８ページ目のほうの下部分ですけれども、こちら、炭素繊維強化プラスチック

材を活用した、鉄筋の代わりに使うことで塩害を起きづらくする技術ですとか、あとはリ
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プレイサブル桟橋のほうですけれども、こちら、桟橋、船を着ける構造物が鉄の柱を立て

て、その上に板を置く形で、上に人とか乗れるようにしています。その板の部分を簡単に

取り外して取り替えができるようにすることで、長寿命化ですとか、あとは点検の容易さ

も向上できるというような技術の実証を行い、現在、実際に供用されておりますのでモニ

タリング等を行っているところです。 

 次のページに行っていただきまして、２９ページ目です。こちらが点検、診断の効率化

になります。まず、上の側ですけれども、こちら、ＲＯＶということで、海上に浮かんで、

ボートみたいな感じで自動航行して、先ほど申した桟橋の床版、板の下に潜って、そこの

ところの写真等を自動で撮ってきて帰ってくる。そういった技術開発を、こちら、港湾空

港技術研究所のほうで行っていただいております。また、同研究所においては、ＡＩを活

用して劣化予測等、こちらも点検の入る前の劣化の予測の高度化等、研究を行っておりま

す。 

 また、最後、右下につきましては、こちらは民間事業者での技術開発なのですけれども、

ＡＵＶ・ＲＯＶ・ドローン等を活用しまして、海上、海中、また、空中から自動遠隔で点

検ができるような技術開発について、現在、内閣府のＳＢＩＲ制度にて行っているところ

です。 

 港湾局から以上です。 

【村上室長】  では、３０ページを御覧ください。これから持続可能で暮らしやすい地

域社会の実現の取組について御説明いたします。 

 それでは、都市局よりお願いいたします。 

【田中（成）室長】  都市局でございます。３１ページを御覧ください。コンパクト・

プラス・ネットワークの形成に向けた取組ということで、都市局では、これまで持続可能

な都市構造の実現を目指しまして、立地適正化計画に基づくコンパクト・プラス・ネット

ワークのまちづくりを進めてまいりましたが、より一層推進を図るために今後の取組方針

となる「立適＋（プラス）」というものをまとめております。この取組の方向性としまし

ては、資料、真ん中のほうにございますが、左側、取組の方向性ということで、取組の裾

野拡大でありますとか、右側のほうに書いてあります適切な計画の見直しを図ることとし

ておりまして、国の取組といたしましては、一番下のほうに記載しておりますとおり、昨

今、ＥＢＰＭというものが重視されている中で、まちづくりの健康診断の体系、平たく言

うと評価手法を確立するということでありますとか、その実現に向けて都市計画情報など
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のデータ整備、それから、標準化を進めているというところでございます。 

 次のページを御覧ください。事例でございます。都市局では３Ｄ都市モデルを活用しま

した様々なユースケースの開発を行うProject PLATEAUを実施しておりますが、その一環で、

この都市構造評価ツールの開発といったものも行われてございます。ここに示す例では、

統計データの可視化、それから、各種データを活用した評価手法の数値の算出を容易にす

ることによって、都市構造を議論するに当たっての関係者のコミュニケーションや、合意

形成に資するものとなっております。こういったユースケースをホームページで公開して

広く横展開をしようとしているというところでございます。 

 都市局の取組としては以上でございます。 

【石井参事官】  続きまして、３３ページを御覧ください。上下水道でございます。昨

年の能登半島地震におきましては、浄水場が被災した地域におきまして、溜め池の水を可

搬式の浄水施設で処理することで、給水活動を効果的に実施できた事例がございました。

こうしたことや今後の人口減少も見据えまして、分散型のシステムの活用を含めた災害に

強く持続可能な上下水道の整備を進めていくことが重要と考えています。この分散型シス

テムは、下にイメージ図が出ていますが、中山間地域などで用いられる小規模で簡易な水

供給システムの総称でございます。例えば浄水場で処理した水を大規模な管で長距離を送

るのではなくて、トラックによる運搬によって、この地域に運んで給水するといったよう

なシステムを含めて、こういった簡易なシステムを考えております。都市部でやられてい

るような大規模な施設で水道を管でつないで供給する集約型のシステムと対極となるシス

テムでございます。比較的離れた小規模な集落では、この集約型よりも分散型のほうが効

率的になる場合があるのではないかと考えております。 

 次の３４ページを御覧ください。こうしたことも踏まえまして、今年度の補正予算を活

用いたしまして、石川県の珠洲市を実証のフィールドとして住宅向けの小規模分散型水循

環システムの実証の実施を決定して、これからやっていこうということでおります。実証

の内容としては、実際に各家庭につけていただいて、動かしてみて、システムの信頼性で

ありますとか水質の確認をするということと併せてコストの計算方法なども含めて、集約

型と分散型のベストミックスの計画手法の構築、こういったことにも取り組んでいきたい

と考えております。 

 上下水道は以上でございます。 

【村上室長】  続きまして、住宅局、お願いします。 
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【勝又室長】  住宅局でございます。３５ページの成熟社会に対応した郊外住宅市街地

の再生技術の開発ということで、これは一言で申し上げますと、過去供給されたニュータ

ウンの再生、オールドタウン化したニュータウンの再生ということになります。技術開発

の内容としては３点ございまして、まず課題１として既存住宅の長寿命化に係る耐久性向

上技術、これは例えば目に見える局所的な劣化の状況を見て、それでコンクリート全体の

耐久性を評価するといったようなことを行っております。 

 それから、課題の２、共同住宅の住戸の空間拡大技術ということで、過去、供給された

住戸については狭いものが多いわけでして、それを今使おうと思うと、壁を抜いて広く使

うという必要が出てきます。その場合に耐震壁をどの程度であれば開けていいのか、また、

開けた場合にどういった補強をすれば有効なのかといったようなことをこの課題の２で研

究をしております。 

 それから、課題の３のところは、これは計画的な技術になりまして、１つはオールドニ

ュータウンの生活支援機能、施設、サービス、これの再配置の考え方についてまとめてお

ります。過去のニュータウンは用途純化、それから、専業主婦の方を前提とした計画にな

っておりますけれども、それがあわなくなってきているということで、それを改めて計画

するための技術を研究したといったような内容になっております。 

 それから、２）のところは、これは高齢者の方が増えて、自動車で移動ができないとい

ったような場合に、新モビリティ、グリーンスローモビリティなどを使った地区交通シス

テムの導入、配置といったことを計画できるようなことを研究しております。これらを踏

まえまして郊外住宅市街地の再生を図っていくという政策につなげているところです。 

 以上です。 

【村上室長】  続きまして、道路局よりお願いいたします。 

【西川課長】  道路局でございます。３８ページの交通障害をＣＣＴＶ映像からＡＩで

自動探知ということでございます。こちらについては大雪時に交通障害が起こり得るとい

うことで、そういったものを少しでも抑制、防止する観点から、立ち往生車両の探知の自

動化を図っておりまして、具体的にはＣＣＴＶ映像を活用してＡＩ探知システムを各整備

局に導入して、今現在、令和５年度の末で大体１,７００のＣＣＴＶについて、この検知

機能をつけるようにしております。 

 下にありますとおり、従来は、いわゆる直接人が見て、あるいはその他情報を踏まえて、

この障害を確認するという対応だったのですけれども、非常に多くの箇所を見なければい
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けないということになってきますと、即時にそういったものを感知するという観点から、

いわゆるディープラーニングの形でＡＩ技術を活用しまして、最初は、駐車車両とか、沿

道の何か止まっている車両みたいなものも誤探知をするのですけれども、こういったもの

も学習しながら、こういった立ち往生車両を探知するシステムにしまして、現地における

立ち往生車両の早期移動等の措置の実現につなげているものでございます。 

 右側がそのイメージでございまして、たくさんのＣＣＴＶの画像を見ながら、このシス

テムをうまく活用して、この中から止まっている場所を速やかに検知して対応につなげる

と、こういったものでございます。 

 以上です。 

【村上室長】  続きまして、鉄道局よりお願いいたします。 

【中野課長】  鉄道局です。視覚障害者のホーム転落防止に係る技術開発について御紹

介いたします。視覚障害者のホームからの転落、最近は歩きスマホでも事故、転落も増え

ておりますので、こういったものにも対応できる技術開発と思っております。ホームドア

が一番有効なのですけれども、これは工事の時間や費用がかかって、なかなか整備が早急

に進まないということで、ホームドアが整備されるまでの間、このシステムで安全を確保

したいと思っております。システムは、それほど難しくなくて、既存の駅にあるカメラに

画像処理装置を設けて、その画像分析をすることによって危険な状態にある利用者の方を

特定し、それで利用者の方や駅員の方に通知するというシステムです。 

 以上です。 

【村上室長】  続きまして、海上保安庁よりお願いいたします。 

【田中（一）室長】  海上保安庁です。次世代海上交通システムの開発につきまして説

明いたします。４０ページです。海上保安庁では、船舶交通の輻輳する海域において、海

上交通センターを整備運用し、それら海域の船舶動静把握及び情報提供を行っています。

これら海域におけるさらなる船舶交通の安全確保を図るため、ＡＩを活用し、船舶の動静

予測やＡＩＳ自動船舶識別装置非搭載の小型船舶等の動静把握に資するシステムの開発を

目指しています。 

 船舶動静予測システムについては、東京湾海域向けのシステムの開発、有用性の検証を

行っており、順次その他の海域向けのシステム開発、検証を行っていきます。また、海上

交通センターでの業務に従事する運用管制官の育成への活用についても検討しているとこ

ろです。小型船舶等の動静把握システムにつきましては、必要な開発を行うとともに、船
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舶通行実態調査や操業漁船の把握へのこのシステムの活用を検討しているところでござい

ます。 

 次のページです。先ほども出てきました自動船舶識別装置、ＡＩＳですが、昨今の情報

量の増大により安全情報の伝達が阻害される事態が危惧されています。そこで次世代ＡＩ

Ｓと言われるＶＤＥＳ（ＶＨＦデータ交換システム）の開発が進められているところです。

２０２７年には海上人命安全条約、ＳＯＬＡＳ条約改正によりＶＤＥＳが現行のＡＩＳと

同等の航海計器として位置づけられるよう国際海事機関、ＩＭＯで検討が進められており

ます。我が国は、これを主導して国際標準規格の策定を実施しているところでございます。

引き続きこれらの作業を進めていくとともに、このＶＤＥＳを活用した航行新システムの

開発に向けた調査を行っていきます。 

 簡単ですが、以上になります。 

【村上室長】  それでは、４２ページを御覧ください。経済の好循環を支える基盤整備

について御説明させていただきます。 

 それでは、物流・自動車局より、よろしくお願いいたします。 

【紺野課長】  ４３ページを御覧ください。まず、左側の新技術活用によるサプライチ

ェーン全体輸送効率化・非化石転換推進事業でございます。こちら、運輸部門のＣＯ２排

出量が非常に多いということで、下の図にありますように発荷主と着荷主、それから、輸

送事業者に共通のシステムを導入して、物、それから、車両の動きを見える化することで、

エネルギーの効率的な活用を図るというものでございます。また、真ん中の下のほうにＥ

Ｖトラックとか、ＦＣＶトラックとかありますけれども、こちらも導入することで、併せ

て非化石のエネルギーにも転換するということを狙ったものでございます。 

 右側のほうのドローン配送拠点整備促進事業でございますが、こちら、昨年の能登半島

地震でも、緊急支援物資輸送で貢献したところではございますけれども、平時からこうい

った設備を整えておかないと、いざというとき活用できないということで、事業概要にご

ざいますとおり、自治体と物流事業者がまず連携して、トラックの陸上輸送とドローンを

組み合わせたラストワンマイルの体制を構築する、そういった取組を支援するということ

で、平時からも事業化するということを目指しております。下のほうに書いてありますと

おり、こういうことでより社会に受入れやすいドローン輸送を広めていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 
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【村上室長】  続きまして、港湾局よりお願いいたします。 

【近藤課長補佐】  ４４ページ、御覧ください。こちらは港湾施設の既存の施設、スト

ックを活用することでサプライチェーンの最適化、強靱化に対応していく技術ということ

で、近年、大規模地震への対応ですとか、あとはコンテナ船をはじめとして船舶が大型化

していっていること、あと、洋上風力発電設備の設置時の利用ということで、非常に重た

くて大きな部材がこの岸壁を使うということで、そういったことへの対応が求められてい

ることから、既存の岸壁についてより経済的に海洋ですとか、大きな船に対応できるよう

な増深の手法の研究開発を行っております。 

 左側が、こちら岸壁のところを固化処理することで、重たいものを載せても大丈夫なよ

うにする改良を経済的に行えるようなやり方です。あと、右側につきましては、こちらは

増深についての工法で、こちらについては増深することで船舶の大型化に対応できるよう

な工法の開発を行ったものです。 

 続きまして、４５ページ目です。こちらがコンテナターミナルにおける技術開発という

ことで、諸外国ではＩＣＴですとか、ＡＩ技術等、あとは自動化の技術等を活用してコン

テナターミナルが非常に効率化をされております。我が国におきましても、そういった効

率化が求められているところですので、ＡＩ技術の活用等によりコンテナターミナルの中、

トレーラーによるコンテナの搬出・搬入の処理能力向上ですとか、あとはコンテナの荷繰

り等の最適化等々、検証を行いまして、現在では、これら技術開発テーマ、下にお示しを

しています大きく４つについて、民間事業者における開発について促進を進めているとこ

ろです。 

 港湾局からは以上です。 

【村上室長】  続きまして、海事局よりお願いいたします。 

【河合課長】  海事局でございます。船舶の技術開発ということで、脱炭素化と自動化

の２つについて御説明させていただきます。４６ページでございます。脱炭素化というこ

とで、３本の柱で政策を進めております。まず一番左の１つ目でございますが、グリーン

イノベーション基金を用いました水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船の

開発・実証を進めております。中ほどのチェック３つにございますとおり、大きなエンジ

ンと小さなエンジン、両方ともアンモニアを使用したエンジンの陸上試験を開始しており

ます。さらに小さなアンモニア燃料エンジンにつきましては、実際にタグボードに積みま

して、世界初の商用化アンモニア燃料船ということで運航が開始されております。 
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 ２つ目が真ん中でございまして、こういったゼロエミッション船を建造するための設備

に支援するというような政策を行っております。こちらはＧＸ経済移行債を活用しまして

造船所や舶用メーカーに支援を行っているところでございます。３つ目としましては、一

番右の国際基準の策定ということでございまして、こちら、ＩＭＯ国際海事機関において

２０５０年頃までＧＨＧ排出ゼロというような目標が定められまして、それの具体的な方

策を今検討しているところでございます。経済的手法と規制、技術的手法を組み合わせた

方策を今検討しておりまして、我が国もその議論を主導しているという状況でございます。 

 次に、４７ページは先ほど申しましたＧＩ基金を使いましたアンモニア燃料船の活用で

ございまして、右下の写真にございますとおり、タグボートにアンモニア燃料エンジンを

積みまして、実際に商用で使っているというところでございます。 

 次に、４８ページ目、自動化でございます。自動運航船でございますが、海難事故の減

少とか、船員労働環境の改善、我が国海事産業の国際競争力強化というようなことからも

自動運航船が注目されております。国土交通省としましても、要素技術の開発・実証を支

援するとともに、検討会を設けまして自動運航に必要な安全基準等について一定の結論を

得ているところでございます。さらに、それらの基準につきまして、国際ルールの策定と

いう形で結びつけていっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

【村上室長】  国交省各局からの説明は以上でございます。 

【小澤部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、委員の皆様から国交省の今後の取組に向

けた御提案、御意見を頂戴したいと存じます。こちら、対面で御参加の方は挙手をお願い

します。オンラインで御参加の方は手を挙げる機能を使って意思表示いただければと思い

ます。 

 石田先生、お願いします。 

【石田委員】  いっぱい取組されていて、ありがとうございました。私、モビリティと

か交通が専門ですので、その点からふだん少し思っていることを述べさせていただきます。 

 自動運転、自動車局をはじめ、本当に期待が高まっているのですけれども、なかなかう

まくいっていないですね。経産省とか、いろいろなところで聞いていますと、特に自動車

技術者の方は本当にピュアな自動車技術に、ＩＴの方も全部そうなのですけれども、頼り

過ぎて、本当に今、地域の困った状況にどう手を打つかというところがなかなか出てこな
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くて、モビリティで言うと、モビリティ資源って結構地域にあるのだけれども、そういう

のを自動運転技術も使いながら、もっとうまく使い込むという、そういう技術が必要だろ

うと思っておりまして、今日の御発表いただいていますのは、どっちかというとピュア技

術に偏っているので、その辺どうなのかなと思いました。 

 そのためには、私、ＣＳＴＩとか、ＳＩＰでやらせていただいているのですけれども、

技術ということの再定義も含めて考えないといけないだろうと。ピュアな自然科学的技術

をどう社会システムに組み込むか、実装するか、あるいはそれをマネジメントするかとい

うふうなソフトな技術のほうが、今、本当に大事ではないかなと思っております。それは

ビジネスコミュニティをどう作るとか、プライバシー絡みでデータコミュニティをどう作

るかとかというふうなことと、あとは規制とか制度をどう考えていくか、あるいはビジネ

ス慣習もそうだと思いますけれども、そういうことをやらなければいけないと思っており

まして、民間のほうは非常にすばらしくて、例えばＮＥＣさんなんかは、そういうシステ

ムを称してデジタルリハーサルという、メタバースでシミュレーションするものをとられ

ても、登録商標を取得済みぐらいの勢いで民間は進んでいるのだけれども、皆さんが開発

されたすばらしい技術をどう社会システム化するか、マネジメントに生かすかという観点

からも技術ということも同様にお考えいただければなと思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 オンラインで御参加の羽藤先生、どうぞ。 

【羽藤委員】  どうもありがとうございます。羽藤です。２点ございますけれども、ま

ず、１点目は群マネの推進でございます。群マネは、財政効果が非常に高くて、導入意義

は大きいと思いますが、ぜひオープンリサーチの文化と組み合わせていただけないかとい

うのが気持ちであります。そのためには、やみくもにやってもしようがありませんけれど

も、データ基盤の共有化、プラットフォーム化、通信の標準化などによって開発されたデ

ィープテックが実装していく、より早く現場で水平展開されていく、そういうことが可能

になるのではないかと思います。 

 モデル地区を作ることももちろん重要なのですけれども、個別よりも繁華性を高めるた

めのボトルネックポイントを解消していくであるとか、基盤の共通化を進める、こうした

ことを進めることで、バックオフィス側のＡＩ化とフロントヤード、現場側のi－

Constructionの推進、こういうものが実現すると思います。現場の徹底的な自動化、標準
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化による人手不足の対応、表側と裏側、双方でデータの標準化等によってお願いしたいと

思いました。 

 ２点目ですけれども、どこの局もＡＩについて導入不可欠という、非常に強い意思を感

じたわけですけれども、ＡＩというものは、モデルももちろん重要なのですけれども、や

はりデータとか計算機、これが非常に重要になってくると思います。そうしたことを考え

た際に、過去データの扱いが各局でどうなっているのかというところをもう一度見直して

いただくことも重要ではないでしょうか。例えば過去データの解析降雪量だとか解析雨量、

こういうものも再度解析していただいて、予測への貢献を図っていく、こういうことが重

要だと思います。 

 過去の巨大台風の進路データや雨量の多様なパターン、それから、例えば路面電車が走

っていた時期の交通行動、過去の様々な都市における社会資本整備交付金の使い方と税収

のデータ、今ではなくて過去の多様な政策のパターンと、その結果のパターン、このデー

タをＡＩに学ばせることで、モデルの精度は格段に向上させることが可能になると思いま

す。過去データのメンテナンスを怠っている分野もかなりあるのではないかと思いますの

で、ぜひその過去データの再解析にも力を入れてもらいたいと思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【秋山委員】  早稲田大学、秋山です。持続可能なインフラメンテナンスのためのいろ

いろな取組を御紹介いただきました。ドローンの実際の橋梁点検への適用だとか、クロス

ロードをはじめとしてデータベースのデジタル化というのは着実に大変大きく進歩してき

ていると思います。一方で、そのデジタルとは少し離れてしまいますけれども、補修、補

強の実際の指針といいますか、補修、補強設計のガイドライン、考え方、この辺りの整備

が少し気になっております。これは日本に限らず、アメリカ、ヨーロッパでも、特に腐食

が生じたインフラをどこまで、どのように補修、補強するのかという基準づくりは、どの

国も大変苦戦しているところではあります。しかし、我が国の道路橋に関しては、大変先

駆的な考え方でＨ２９のときに改定がなされましたし、あの考え方をぜひ拡張する形で補

修、補強指針もぜひ併せて進めていただければと思います。 

 今回の八潮の事故は下水道管になるわけですけれども、あれがどのような形で陥没が起

きたのかというところは、また今後の調査などにもよるのでしょうけれども、例えばあれ
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も仮に腐食が原因で耐荷力不足で起こっていたとしますと、やはり同様の問題がありまし

て、幾ら点検をしたとして、例えば少しの腐食の性状が出ているからといって、すぐさま

補修、補強していたら大変なお金がかかってしまいますから、やはり都度の判断が要るわ

けで、この辺りというのは、やはり点検とは別に、言ってみれば構造力学とか、設計工学

の世界なのかもしれませんけれども、そういうものが必要になってくるというので、例え

ば下水道の腐食の問題をやるときなどに、腐食した、例えばコンクリート部材がどれだけ

の耐荷力を持っているのかというようなことについては、例えば道路局や港湾局には大変

多くのデータがあるでしょうし、この辺りの知見なども生かしながら、点検だけで終わる

ことなく、それから、どこまでの補修、補強をしていくのかというところまでをぜひパッ

ケージで御検討いただければと思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。若林先生、どうそ。 

【若林委員】  神戸大学の若林です。海に関係するところをお話しさせていただきたい

と思います。今日の資料だと４０ページ、４１ページ辺りのところで、海上保安庁から御

説明いただきました。今、自動運航船も含めて少し時代が変わりつつ、技術が開発されつ

つあるところで、４０ページのところにあるＶＴＳ、自動運航船時代に対応するという必

要があると思います。自動運航船の開発に関しては、どうも全く技術的なことだけで、あ

まり海上交通として捉えるというところがない。それから、ＶＴＳのほうは自動運航船が

どういう動きをするのかということをあまりまだ分かっていないというところで、もう少

しその辺りお互いにうまくやっていく必要があるのかなと思います。 

 それで、次の４１ページのところに対しては、ＶＤＥＳとか、ＡＳＭとか書いてあるの

ですが、これ、あくまでも１５０メガヘルツのＶＨＦでやっている以上は、かなりのナロ

ーバンドなので、あまり大量の情報を交換できるわけではないので、何か期待し過ぎとい

うところはあるのではないかなと懸念されます。どういうふうに使うかということの検討

を十分にしていただきたいと思います。衛星ＶＤＥＳも試験機が、日本が打ち上げていて、

実際、もうすぐそういうのが使える時代になってくる。ごく近いところで、そういうのが

使える時代になってきますが、今のところ、実際、どういうふうに使えばいいのかという

ところの検討がもう少し進んでほしいなと思います。 

 それから、最後に海事局からの御説明ですが、４８ページのところで自動運航船の意義
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ですけれども、資料を見ている限り、内航船と外航船の区別があまりないなという気がし

ます。それで、経済の好循環を支えるような基盤として、日本の輸入の９９.７％は海上

交通なので、９９.６という年もありますが、そういう意味では、経済を支えていく上で

も海上交通というのは非常に重要なのです。今言ったのは、輸入で、外航船の話です。そ

れで、問題は内航船の方で、ここの課題にも出ているように船員の高齢化は、特に内航船

が問題なので、それで、自動運航船というのも、今、外航船を考えて開発が進んでいるみ

たいですけれども、私の感じからすると内航船、資料にもありますように、ヒューマンエ

ラーに起因する事故がとても多いので、内航船への導入というのをもっと検討していただ

いて、そういう施策を考えていただきたいなと思います。 

 下にありますが、電子海図、これは２０００年頃から電子海図というのが出てきて、現

在，技術的に大きな変化が出てきます。Ｓ－１００シリーズというのですけれども、これ、

２０２７年頃からＵＫで始まって、我が国では２０２９年頃からと言われているのですが、

これも日本のメーカーがちゃんと対応できるかどうかというところをよく検討、検証して

いただいて施策を考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 続いて、オンラインで参加の村山先生、お願いします。 

【村山委員】  ありがとうございます。全体的に大変興味深く関心を持ったものが多く

ありましたが、私も船舶、海洋というところが専門ですので、そういった観点でお話しさ

せていただきます。 

 まず、海事局さんの話で、これまで国交省さんの牽引、よくしていただいて、ＧＩ基金

で、新燃料船の開発で大きな成果を上げているということで、また、ＧＸ移行債で、業界

全体で脱炭素化に向かっていける体制が構築されつつあるということが分かります。ただ、

やっぱりまだ、いまだにアンモニアとか水素といった新燃料の供給体制というものに関し

ては、まだまだ不確実性が高いので、こういったところ、研究が必要なところだと思って

います。 

 また、先日、再エネ海域利用法の改正ですか、これは閣議決定されていますけれども、

今後、ＥＥＺでの、排他的経済水域での洋上風力発電について、こちらも国交省さんのリ

ーディングを期待したいと思っております。 

 先ほどもありましたが、保安庁さんの話で自動運航船の話がありました。こちらも日本
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というのは、いろいろ技術的にリードしていって、いろいろ実証実験、研究も成功してい

るところですが、まだまだ社会実装には課題があると思っています。１つは資料にもあり

ましたが、ＡＩＳの搭載義務を負っていない漁船とか小型船の把握について、やはり確か

にレーダーとかカメラとか、そういったセンサーフュージョンを使って把握するというの

もあるのですけれども、多分、漁業者さんはどこで魚をとっているかというのを同業者に

知られたくないというのはあるのですが、そういった事情はあるのですが、ＡＩＳとかＶ

ＤＥＳを積んでも、同業者に漁場を知られないようにするとか、海上輸送と漁業者が安心

して自動化に向かっていけるような検討が必要なのではないかと思います。 

 港湾の話では、港湾、物流の起点で、これからカーボンニュートラルポートに向けて具

体的に進めていただきたいと思っています。大きな絵を描きながら、陸電の船への接続と

か洋上風力関連など細かい具体的な検討を進めていただきたいと思います。 

 最後に全体を通してですが、今後、人材確保の心配というのもあると思いますが、エネ

ルギーとか、資材とか、やっぱりこういったものがどんどん高騰していくという、こうい

ったことを前提というか、あり得るということを考えてインフラの維持、在り方を考えて

いく、研究していく必要があると思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 続いて、佐藤先生、お願いします。 

【佐藤委員】  東京大学の佐藤です。専門は気象学です。様々な問題への対応について、

分かりやすい御説明をありがとうございました。私からは２点、コメントさせていただき

ます。 

 まず、様々な劣化や問題の検出にＡＩを活用されているということ、効率性という観点

で大変よろしいことかと思います。ＡＩというのは、少なくとも今の時点では精度の明確

化が難しい技術でが、精度明確化の努力は必要だと思います。老朽化などの問題が今後増

加してくると、優先順位を付ける必要があります。そのときに、検出精度が重要になって

くると考えるからです。そして、ＡＩによる効率化には限界があります。最終的には人間

の判断が必要となる場面も残りますので、ＡＩが判断する部分と人間が判断する部分の切

り分けを、今から明らかにしていくことが大事かと思います。 

 もう一つ、今回のご発表において、オールドニュータウンという言葉がありました。大

変新鮮に響きました。今後、老朽化とともに対応が追いつかない場合が増えて、事故が防
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げない事態も想定されます。そのような場合でも冷静に対応できるようにするために、起

こり得る事故の洗い出しを行い、その対応方法を十分に検討しておくことが大事ではない

かと思います。八潮市の道路陥没事故もありましたので、ここで改めてコメントさせてい

ただきました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 続いて大沢先生、お願いします。 

【大沢委員】  日本大学の大沢と申します。今回から就任いたしました。よろしくお願

いいたします。群マネのお話がございましたが、地下にこの群マネの考え方が適用できな

いかなと考えているところでございます。ちょうど地下で、当然、下水道の維持管理等で

１回、穴を開けたりする。一方、その中に水道管もあれば、無電柱化が行われているとこ

ろでは電気、ガス、通信環境のインフラもありますので、また、その施設ごとに道路を通

行止めにして、また穴を掘るというのはあまりに非効率だなと思っていますので、ぜひ地

下の中に、特に道路の占用物件、多数の施設が地下の中に入っておりますので、何かそれ

を総合的にマネジメントする、そういったことも今後行っていく必要があるのではないか

なと思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 続いて、滝沢先生、お願いします。 

【滝沢委員】  私も群マネのことについて御質問したいと思うのですが、１３ページ、

１４ページ、モデルとして広域連携のパターンと、それから、１つの自治体で多分野連携

するパターンがあります。このうち広域連携について、１４ページのほうでモデルがあり

まして、幾つかの自治体さんがリーダーあるいはまとめ役になるということですが、その

まとめ役になる自治体は、あくまでもボランティアといいますか、自発的な意思でやるの

でしょうか。あるいは国として、そういう自治体に対する何らかのサポートがあり、それ

に対して自治体側には何らかの義務が生じるのかということについて、まだこれから検討

されるのかもしれませんが、教えていただければと思います。 

 それから、１３ページの群マネの３つの束ねるもの、群ですね。真ん中の技術者の束と

いうところがあるのですが、特に広域連携の場合は、そのそれぞれの市町村に技術者の方

が所属していまして、その下にある期待される効果で、技術系職員が１人もいない町でも
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近隣から連携して知見を得られるということなのですが、それぞれの自治体に所属してい

る技術者はそれぞれの業務を抱えていて、なかなかよそのところまで支援することが難し

いのが実態だと思います。しかし、この群マネのやり方をすると、例えば３人、２人、１

人だったら、全部で６人にはなりますけれども、業務の量は元の自治体がある、抱えてい

る業務の量と同じだとすると、１人当たりの業務の量は決して減るわけではないように思

うのですが、何かその辺、工夫の仕方があれば教えていただければと思います。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 もしお答えいただけるのであれば、後ほどお願いしたいと思います。どうぞ、松尾先生。 

【松尾委員】  本日、様々な部署からの御説明、ありがとうございました。その中で全

体として、今回、国交省ということで幅広い分野にわたるインフラのことについてのお話

があったかと思います。大変幅広いインフラのことなのですけれども、そこで考えますの

は、皆さん御存じのように将来的に人口が確実に減っていきますので、その減る人口に対

して、そのインフラの利用者である住民も減っていくということですね。維持する役目で

ある国交省の公務員の方や、地方自治体の公務員の方もやっぱり人員的には減るというこ

ともありますので、何といっても省人化にちゃんと寄与するものであるのかということが、

いろいろな技術開発について一番重要なことかなと私はいつも思っております。 

 その中で、人がいろいろ時間をかけていかなくてよいという意味ですと、今回の中で特

に気になりましたのは、ドローンからの撮影ですとか、宇宙からの撮影、そういったこと

をすることで、これまで手間をかけて人が行っていたことを、自動的に写真等を空もしく

は宇宙から取得することで、また、その画像から、それがＡＩで、どの程度のものになる

かということはございますけれども、画像処理によって把握して、それを速やかに対処す

るということが大変この省人化については役に立つのではないかと思っております。 

 途中にありましたけれども、地下水とか水道とか、そういったものの漏れについても宇

宙といいますか、写真を撮って、それから解析できるということもありましたので、使い

ようによっては、これまで手間がかかっていたことに対して確実に人を減らすことができ

るし、時間も短縮できるということが重要であるかと思いますので、こういった先進的な

技術を取り入れるということであれば、これまでとは全く異なる意味での検査体制、そう

いったものを利用していかれると、推進されるとよいのではないかと思いました。 

 以上です。 
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【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 どうぞ、片石先生。 

【片石委員】   

インフラのメンテナンスということで、今日、本当にいろいろな技術の話を聞かせていた

だいて、参考になりました。印象に残ったのは、この港湾施設の腐食がなく、塩害に対し

ても補修作業が不要な素材を活用して構造物を新設したり、メンテナンスをするという技

術です。海中や地中にある施設に対してはＬＣＣがよければ、こういった効率的、耐久性

がある素材を今後の基盤整備へ導入したり、インフラメンテナンスに活用するのがいいの

ではないかなと思いました。 

 また、同じ港湾施設のリプレイサブル桟橋も日頃のメンテナンス、あるいは腐食や老朽

化を観察するという点においては、簡単に確認に行けない場所だと、ふたをめくって目で

確認すれば分かるというので、今後いろいろな構造物や場面で活用できるのではないかと

思いました。 

 あと、海上交通システムに関して、具体的には、ページで言えば４０ページなのですけ

れども、例えば現状でも港湾の近くで漁業をやっている場合に、大型船が漁網を引っかけ

て、その網が流されてしまうということが実際に起きており、網がそのまま流されて漁業

のほうが泣き寝入りするということも実態としてあります。港湾管理者も考えてくれてい

るようですが、対策はなかなか難しいようです。 

漁網は日によって入れる場所が異なるので、大型船がその位置を把握するというのも難し

いようですが、４０ページに示されたシステムの中に漁網の場所などを取り込んでいくこ

とによって、あらかじめその設置場所が分かり、被害が出ないような航行ができるという

可能性もあるのかなと思いました。 

 最後にもう一つなのですが、目に見えない施設の老朽化は、その進捗が目に見えないか

ら分からないのですけれども、これからはＡＩを活用して老朽化の予測など可能なのでし

ょうけれども、例えば整備後、施設の一部を再現するものをほかの場所で作っておき、継

続して監視をしたり、変化する環境下で現実の老朽化の具合を見ていくということも国の

研究なら可能なのではないかなと。廣井勇先生が、もう１００年以上も前に小樽築港のと

きにコンクリートのブロックを造って、毎年試験をして老朽化の具合を見ていまでも継続

しています。 

港湾に限らず、民間企業では長期的にできないような研究を、国ならば可能なのではな
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いのかなと今日のお話を伺っていて思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 オンラインで参加の滝澤先生、お願いします。 

【滝澤委員】  ありがとうございます。学習院大学の滝澤美帆と申します。今回から参

加させていただいております。私はマクロ経済学に関する研究に取り組んでおります。そ

れで、インフラメンテナンスの高度化とか効率化に向けた技術研究開発につきまして、や

はり人口減少下の日本において、テクノロジーを活用することで人がこれまで行ってきた

仕事を機械に代替する、あるいは人ができなかった仕事をテクノロジーの利用により実現

することで、いずれも生産性の向上が期待できる重要な取組であると思いました。 

 人口が減少している中で、地域のインフラをどのように維持管理していくかといった課

題を解決するための取組として、群マネにつきまして御説明いただきましたけれども、大

変興味深く拝見しております。今後、こうした取組を効率化に結びつけるためには、連携

自治体間の調整コストですとか、意思決定権の明確化とか、各自治体のインフラ管理のデ

ータフォーマットの標準化、そういったことにも注意を払う必要があるかと思いました。 

 それから、立適＋（プラス）につきましても、コンパクトシティとネットワークの推進

ということで、現下の日本経済の状況を考えますと重要な取組と思います。広域的な枠組

みでインフラの共同管理が行われることを加味しつつ、まちづくりの健康診断を行うこと

が重要で、立適＋と群マネというのは、やはり相互補完的な施策であると思いますので、

そうしたことも連携させながら、より効率的で維持可能な地域運営を目指す必要があるか

と思います。ですから、やはり今後、自治体間の連携強化、データ活用というのがポイン

トになってこようかと思います。 

 それからもう２点だけ短く申し上げますと、社会資本の老朽化が進む中で、それを支え

る技術者、職人のスキルの継承が課題になっているかと思います。工事に携わる方々の技

術に関連して、熟練技術者の引退とか、若手人材の確保困難などが懸念されているかと思

います。人的資本経営という言葉がよく聞かれるようになって久しいですけれども、社会

資本の維持管理にもテクノロジーの活用と同時に人的資本の確保、育成が不可欠であると

思います。 

 そして、最後に私自身、政府の施策につきましてＥＢＰＭの観点から評価する機会とい

うことが多々ございますけれども、後に適切な手法で施策の効果を測るというためにも、
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今回、いろいろな施策、お話しいただきましたけれども、関連データを幅広く整備してお

くということが不可欠だと思いました。 

 私からは以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 有働先生、お願いします。 

【有働委員】  東北大学の有働と申します。今回から参加させていただいております。

私は土木の海岸工学が専門なのですけれども、私が関わっている分野から見て、今回、非

常によくまとめられていまして、興味深く聞いておりました。私のほうからは2点ござい

まして、１つは持続可能なインフラのメンテナンスということですけれども、これについ

てはやはりメンテナンス自体が、できるだけ少なくて済むようなインフラを導入していく

ような仕組みを作っていくということが大事なのかなと思うところです。 

 昨今、グリーンインフラですとか、そういったものの導入ということが言われておりま

すけれども、導入するにはまだまだ色々な課題もあるところかと思います。防災、減災の

観点と、そのグリーンインフラ、構造物ではなくてグレーではないグリーン、あるいはそ

のグリーンとグレーの組合せというのをどのように導入していくかというところは大きな

課題かと思うところです。 

 もう１点は、先ほどからデータの活用ということが言われておりますけれども、これか

らデジタル・トランスフォーメーションも進んでいくことと思います。サイバー空間でデ

ジタルツイン、様々なデータを重ね合わせるということで、先ほど流域治水の話もありま

したけれども、例えば河川だけではなくて海岸と河川、あるいは河川と山地、様々な領域

を重ね合わせる、あるいは全く違った要素を重ね合わせるということで複合的、総合的に

今まで見えていなかったものを見ていくことで、これまでに防げていなかったようなもの

を防いでいくといったようなことも必要になってくると思うところです。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 続いて、春日先生、お願いします。 

【春日委員】  春日です。持続可能な地域社会の安全・安心な移動というところで、少

し細かい話になるのですけれども、高齢者の移動環境の向上を図るというのは非常に重要

なことで、大変結構なことだと思うのですが、ここでの計画を見ると、首都圏近郊の郊外

住宅地域ということで、あくまでも何かコンパクトシティを狙った、にらんだ計画だと思
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います。 

 ただ、もっと目を向けなければいけないのは、公共交通が十分ではない、いわゆる中山

間地域だとか、過疎地といった地域です。そういった地域の方が、問題が大きく、公共交

通が十分ではないため高齢者が運転をやめたくてもやめられない、車の運転をしなくなる

と生活物資が調達できない、病院にも通えないといったようなケースが、まだまだたくさ

んあります。そういう地域の高齢者の移動環境を向上させるということのほうが、私は喫

緊の課題だと思います。 

 もちろん、それは経済的な面や採算がとれないなど、いろいろな問題点があると思うの

ですけれども、だからこそ、国がもっともっとリーダーシップをとって、課題解決のため

に進めていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございました。 

【永谷委員】  よろしいですか。 

【小澤部会長】  はい。どうぞ。 

【永谷委員】  永谷と申します。今回から参加させていただいております。皆さん御説

明、どうもありがとうございます。私、バックグラウンドが機械でして、インフラのメン

テナンスの機械をやっていた関係でここに呼ばれたのだなと思っております。いろいろお

話を伺い、分野も幅広くて、消化するのがかなり大変だったのですが、全体のお話で資料

を拝見させていただいて、非常によくまとまっているなと思いました。一方で、ＡＩとい

う言葉が、いろいろな使われ方をしているところが若干気になりました。 

 先ほど、別の委員の方も同じことをおっしゃっていたと思いますが、ＡＩがしっかり測

る、制御するという場合もあれば、割と緩く「上手くいくのは８０％や９０％」といった

場合もあり、これら、全部引っくるめてＡＩの技術と言われます。よって、その使い方に

ついて、ある程度、どこまで信頼できるか、つまり、使い方、ＡＩの種類を考えながら、

そのＡＩを使うというようなところについて、気をつけたほうが良いと感じました。 

 実は私、バックグラウンドが、ロボット技術なのですけれども、ロボットと言うと何で

もできると思われてしまうところがあり、これがＡＩという単語にも通ずるところがござ

います。資料を作られている方は、分かりながら書いているかと思われますが、単にＡＩ

と書くと少し危険な部分があるかなと思いました。その点が、気になったので、コメント

させていただきました。 
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 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 近藤先生がチャットに書き込んでいただいているようですので、事務局から御紹介をお

願いできますか。 

【和田分析官】  チャットでいただいたコメントを述べさせていただきます。鉄道の場

合、１００年前のインフラを抱えつつ、今後の労働人口減少の中でサービスをどう維持す

るのか大きな課題です。今日の鉄道局の御報告は技術でそれらを克服、有効な手段だと思

います。一方で、鉄道サービスの在り方ともセットで考えることも重要と拝察いたします。

また、その中でも安全・安心は最優先ですので、そのためにＩＴ、ＩｏＴの活用は重要で

す。完璧ではなくても、できるところが可能な技術から適用することが重要だと拝察いた

します。 

 以上でございます。 

【小澤部会長】  御紹介、どうもありがとうございました。 

 ほかは、よろしいでしょうか。一通り御意見をいただけたかと思います。最後に公企課

のほうから質問に対して。 

【池口課長】  どうもありがとうございます。群マネについて御質問をいただきました。

このモデル地区とかの組合せを見て、大きい自治体は、ただ単にボランティアになってし

まうのではないかといったような内容だったと思うのですけれども、その辺もどういった

効果があるのかといったことも、我々も本当にやり始めのというか、分析し始めの部分が

ありますので、そういったことしっかりと分かった上で、できるだけ把握した上で来年度、

手引きは作りたいと思っているのですけれども、今、我々が知っているもので、例えばこ

んなものが見えていますとかいうものを紹介させていただきますと、それぞれが発注して

いるのと比べて、束になって発注いたしますと、実際の発注額も増えていきます。 

 そうなりますと、同じような維持管理業務でも額として大きくなるものですから、それ

によって何か小さい額では手に届かなかった、例えばメンテナンスの点検業務とかでも、

ちょっと何か最新のというか、高性能な何かこういう機材を使ったメンテナンス業務がで

きますみたいなことで、大きくしたことによって何か複数の市町村の、その機材を使って

何かいろいろできるというような、何かそんなような自治体のモデルケースも聞いたとこ

ろです。 

 また、ちゃんと聞いているわけではないですけれども、受注者側から見ても、この束に
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なってやることによって、もしかするとＪＶを組んで受ける可能性もあって、そうしたと

きには会社間で、例えば資機材の融通みたいなことも起こり得るのではないかとも思って

います。今後、緊急対応の防災とかといったところでも結構大きいような効果があるので

はないかなんていう期待もしているところであります。 

 また、発注者側でいきますと、どこかの県の話の先行事例でございますけれども、県と

複数の市町村の組合せで、例えば維持修繕業務をやるときに、市町村の職員の方が県と一

緒になって、県庁に行って一緒に仕事をして、県庁のような仕事をするそうです。お金も

含めて県庁に持っていって、そこの維持管理関係の業務をやって、県庁に行きながら、自

分のところの町のいろいろ維持管理の発注業務みたいなことをやって、指導しながらやっ

ているという。 

 だから、ただ単に何かボランティアでやっているだけではなくて、必要な予算とか何か

などもらいながら進めているといったケースもあるようでございます。いずれにしても、

確かにただ単にボランティアというだけではなかなか動かないところもあろうかと思いま

すので、やっぱりこういういい面もあるということも示しながら進めていかないといけな

いと思っています。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、議事１については以上とさせていただきます。続いて２つ議事がございます

が、時間がだんだん迫ってきていますので、２番目の分野横断的技術政策ワーキングの取

りまとめと、それから、３番目の新たな国土交通省技術基本計画について、資料をまとめ

て、できれば効率的に御説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

【和田分析官】  大臣官房技術調査課の和田でございます。資料２、３、まとめて御説

明差し上げたいと思います。 

 まず、資料２のワーキングの取りまとめについてです。 

１ページ目になります。当ワーキングにつきましては、第３４回の技術部会で設置を了

承いただきまして、インフラの整備・維持管理をターゲットとして、技術開発、特に社会

実装に関する話と人材・国際展開についての議論をいただきました。取りまとめのサブタ

イトルといたしましては、「国による技術開発・社会実装の牽引と人材の気概を引き出す

戦略的投資」ということで公表させていただいているところでございます。議論に加わっ

ていただきましたのは、ワーキング長の小澤先生をはじめとして、本日、御参加の滝澤美
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帆委員、デジタル、土木、建築関係、法律関係、そういった専門の先生方に入っていただ

きました。 

 ２ページ目でございます。取りまとめの簡単な概要でございますけれども、全体の現状、

課題と、技術政策の方向性という大きな２つの柱になってございます。インフラにつきま

しては、新しい技術の研究開発、国内外の社会実装、そして人材の確保、育成にまつわる

仕組みについての提言をいただいたところでございます。特に国による一貫した力強い牽

引ということで、技術の研究開発の投資を強化・効率化すること、国際展開も念頭に進め

ること、社会実装の円滑化・加速化を図ることが必要、また、イノベーションを実現する

技術者の確保、育成の充実を図ることも必要だと、そのような形で具体的に提言いただい

てございます。 

 ３ページ目、青く記載しているのが現状と課題でございます。それを踏まえて、次の４

ページ目、オレンジで、方向性を大きな柱として、２つ、１つ目の技術開発の一貫した力

強い牽引と社会実装の加速化ということで大きく全体の方向性と研究開発の段階、それか

ら、社会実装の段階、そして海外への展開、そういったような形でまとめさせていただい

てございます。文字が多くなっておりますが、この黄色いハッチについてそれだけではよ

く分からないということで、ワーキングの委員の方から御意見をいただきまして、イメー

ジが分かるようなものとして参考資料という位置づけで、その次の５ページ目以降に具体

的な提言に書かれている内容とイメージをポンチ絵にしたものをまとめているところでご

ざいます。 

 ６ページ目になりますけれども、全般的な話といたしましては、国による技術開発の一

貫した力強い牽引のために国は政策の目標（ビジョン）やロードマップ、技術開発のニー

ズをきちんと示して必要な支援を行うこと、そしてプロジェクトベースで先行的に活用す

るための仕組みを構築して技術開発・改良を促すべき、とのこと、また特に技術について

は、スパイラルアップをしていくというようなことがプロセスとして重要だろうというよ

うなことも御提言いただいてございます。 

 ７ページ目になります。先ほどもＡＩ等々の話がございましたが、ＤＸの活用につきま

しては、デジタルデータの流通、情報基盤の整備、それから、アプリケーションとの連携

が図れるようなルール、こういったものをきちんと整備すべきだというような御提言でご

ざいます。 

 ８ページ目になります。研究・開発の観点から１点御紹介させていただきます。効率的
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に進めていくためには、異分野の方々との連携を強化、そしてニーズの明確化、そして参

入を促す。また、開発成果の共有、協調領域による開発の効率化というものも図るべきで

はないかということでございます。 

 ９ページ目になります。こちらのほうは社会の実装、円滑化、どうやっていくのかとい

うようなことでございますけれども、なかなか高価で導入できないというような、現実的

な問題がございまして、そういった観点については、発注者としてはきちんとライフサイ

クルコスト等々を見ながら、バリューフォーマネーの概念で導入をしていくべきではない

かということでございます。特に脱炭素化は喫緊の課題でございますので、そういったこ

とについての御提言をいただいてございます。 

 飛ばしていただきまして１２ページ目になります。国際展開の話でございます。チーム

ジャパンとして産官学が一体に推進できるように在外公館だけではなくて大学間の連携、

こういったようなものも活用しながら、現地の基準、ニーズ等の情報収集、発信をする体

制を構築すべきであるという御提案でございます。 

 １４ページになります。最後に人材の関係でございますけれども、人材の育成、特にイ

ノベーションを実現できるための技術者、こういったような観点で取りまとめをいただき

ました。先ほど滝澤委員からも話がございましたけれども、人的資本投資ということで、

これまでの人材資源という観点ではなく人材資本としてきちんと捉えて、強化をしていく

べきだというのが、企業の観点からそうすべきだということで、国としては企業の取組を

積極的に支援すべきであるというような御提言をいただいているところでございます。 

 その他もろもろいただいているところでございますけれども、国土交通省といたしまし

ては、以上の提言を踏まえまして幅広く周知、そして一丸となって取り組んでいくこと、

また、具体的な戦略、支援策については検討を進めていくということを考えているところ

でございます。 

 続きまして資料３になります。新たな国土交通省の技術基本計画のことについて簡単に

御説明差し上げたいと思います。１ページ目は先ほど申しましたワーキングの取りまとめ

の中にもありましたとおり、きちんと政策の目標（ビジョン）、ロードマップ、そしてニ

ーズを示していくべきだというようなことで、御提言を踏まえまして次の技術基本計画に

ついても策定していこうと考えているところでございます。 

 ２ページ目になります。３年前に作った際には政府の計画、国土交通省全体の計画が先

に策定されておりまして、それを踏まえて技術基本計画を策定させていただきました。 
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 一方で、３ページ目になりますが、次の技術基本計画につきましては、現在、関連する

政府計画が、地球温暖化対策計画については、さきの２月に閣議決定されているところで

ございますし、その他、国土強靱化に関する実施中計画ですとか、科学技術・イノベーシ

ョン基本計画、また、国土交通省全体で作っている社会資本整備重点計画ですとか交通政

策基本計画、こういったものが、現在、検討中、策定中という状態でございます。そうい

ったところにもきちんとこの技術基本計画の検討、この場で検討いただいた内容について

は、盛り込めるような形で考えていきたい、そのような形で検討をさせていただきたいと

思っているところでございます。また、策定されたこの技術基本計画につきましては、各

省内関係部局、また、関係する研究機関、こういったところの計画に反映をさせていただ

きたい、ということでございます。 

 ４ページ目につきましては、まず冒頭ありましたビジョンの関係でございますけれども、

現在の計画では二、三十年後の将来のイメージということ、社会イメージということで６

点ほどの切り口に分けましてビジョンを作らせていただきました。 

 また、５ページ目になりますけれども、科学技術・イノベーション基本計画の関係で、

現在、内閣府が主催している会議の中では、目指すべき未来社会像の関係の論点が議論中

でございます。大きく５つほど、将来どうしていくのか、国際秩序は不安定化しています。

人口減少しています。ウェルビーイングについて、どうするのか、国際社会から信頼され

るにはどうしたらいいのか、そのような観点ですとか、科学技術・イノベーションをめぐ

る潮流の観点で、基礎研究の成果が社会実装されるまでの期間、これまで以上に短縮され

ている。そういった中でどうやって進めていくのか。また、経済安全保障との連携、こう

いったようなことが議論されているというところでございます。 

 ６ページ目になりますが、政府、国土交通省の中で計画している社会資本整備重点計画

の中でも、大きく重点目標４つ掲げまして、地域社会、力強い経済社会、グリーン社会、

また、インフラの基盤強化、そういったような観点ですとか、交通政策基本計画の中でも

ほぼ同じような論点で議論を今進めているというところでございまして、こういったよう

な議論が並行して進んでいる中で、当部会といたしましては、これまでの検討経過等々、

また、議論されていることを踏まえて必要に応じて検討していってはどうかと考えている

ところでございます。 

 ７ページ目以降は、ニーズの面から、現在、他の部会等でまとめられているものをまと

めているところでございます。７ページ目が社会資本整備重点計画、８ページ目は交通政
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策基本計画、そういった観点で９ページ目に大きな変化として６点ほど入れているところ

でございます。繰り返しになりますけれども、人口減少による地域社会の変化ですとか、

グローバル化、激甚化・頻発化する自然災害等々、大きな変化がある中で、どういったこ

とを新しい計画として扱うべきなのか、そういった視点を１０ページ目にまとめさせてい

ただいているところでございます。 

 今し方、資料１のほうで多くのご意見をいただいてございますので、これを踏まえた、

もしくはこれ以外も含めて、少し次の計画に当たっての内容を御助言いただければと思っ

ているところでございます。 

 １１ページ目になりますけれども、基本的な方針をまとめているところでございます。

政府計画と整合を図っていこうということと、また、ビジョンについては必要に応じて検

討していくこと、また、ニーズにつきましては、ビジョンから来るバックキャスト、それ

から、現状の社会変化、課題を踏まえたフォアキャスト、両方の視点から検討を行う。ま

た、ロードマップにつきましては、新しい計画も踏まえて策定され、各部局の技術計画も

考慮して主要な政策について検討を行う。このようなことで考えているところでございま

す。 

 最後に１２ページになります。今後の道行きでございます。できましたら、今年度中に

新しい技術基本計画の案を議論いただきたいと思ってございまして、次回に方向性を、ま

た、夏頃には骨子案を、関係団体から意見聴取をして年内には原案をまとめさせていただ

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

【小澤部会長】  御説明、ありがとうございました。 

 残りの時間で、できるだけたくさんの皆様から御意見をいただきたいと思います。お１

人１分半程度を目安に御意見をまとめていただければと思います。いかがでしょうか。お

願いします。 

【小林委員】  今回から参加させていただいています國學院大学、小林と申します。観

光の分野から呼ばれたものと考えております。新しい計画に当たりましては、皆さんもよ

く御存じのとおり、２０２４年には訪日外国人客３,６８７万人、消費額で言うと８兆円

を超えるということで、かつて誰も経験したことがない世界に今私たちは入っております。

先ほど御説明いただいたような様々なインフラに与える影響ですとか、あるいは新しいサ

ービス等々は、今や地域社会との関わりや、訪日外国人を含めた、旅行、観光という分野
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は、メンテは必ずいろいろな影響を与えているものと思いますので、皆様と一緒に新しい

計画立案に当たっては、そのことを考慮しながら考察していければいいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

【石田委員】  どうもありがとうございます。資料３の２ページでも３ページでもいい

のですけれども、ぜひここに国土形成計画というのを何か言葉だけでもいいから書いてお

いていただけるとありがたいなと思います。社会資本が活躍して地域を持続する。そのた

めの国全体の計画でございますので、よろしくお願いいたします。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。オンラインで御参加の村山先生、お願いします。 

【村山委員】  この分野横断的技術政策ワーキングでお話しされている文脈と合うか分

からないのですが、参考８というところで、１２ページで海外の社会実装の支援とかあり

ましたけれども、私の分野ですと、国際海事機関等で、国交省さん、非常に頑張っていた

だいていて、１つ重要な委員会で議長を務められた方もおりますし、こういった社会実装

していくというところで、国際的なルールづくりとか、企画というところで、国交省さん、

前に出ていただいてやっているところもあると思うので、それをまた大学、ここ、名前が

ありますが、支えていくという、そういう体制もあるかなと思っていますので、ぜひ国交

省さん前面に出て、こういった外に出ていって日本のルール、経験や技術というものをル

ールづくりとか、そういったものに生かした上で世界展開というものの基盤を作っていけ

るといいのかなと思いました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【永谷委員】  永谷です。先ほど字が細かいというところの次のページが大事なのだな

と思って、今、じっくり眺めさせていただきました。この次の、結局、人材を何とか、い

ろいろな多分野からというところで、多分野からって、私、今何となく名簿を見た感じで、

機械屋さんは僕だけかなと思いつつ、土木の方も機械をやられる方はいるのですが、多分

野をどうやって引っ張ってくるかという話は、割と大事なところかなと思って、私自身は、
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たまたまインフラのメンテの機械をやっていたから、ここにいるのですけれども、という

ような人たちをいろいろな分野から集めてきて、例えばここで言ったら技術開発者という

のは、もっと機械寄りの人も引っ張ってこないと、多分、技術開発って進めていけないだ

ろうなと思いつつ、どうやってその人たちをこういう分野にどんどん引っ張ってくるかと

いうところについては、いろいろ考えなければいけないのだろうなというふうに、すみま

せん、ほとんど感想なのですけれども、と思って、そこの方策というのをどうすればいい

かというのは、もう少しクリアにというか、何かいい方法が要るかなというふうに、いい

アイディアがあるわけではないのですけれども、少し思ったのでコメントさせていただき

ました。 

 以上です。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。ないようですね。個別のテーマで、どういうサービスが求め

られているか。あるいはどういう技術を今後開発していく必要があるかということと同時

に、前半のテーマについてフォローアップの議論の中でも、それと考察する、横断的にデ

ータの活用のためにどういう基盤が必要か、あるいはそれを活用する仕組みとしてどうい

うものが必要か、あるいはその組織、体制も含めて、ソフトな技術としてどういうものが

必要か。その縦軸と横軸を組み合わせて、我々、どういうふうに新しい技術の開発と社会

実装を進めていくか。どちらも求められているのだろうと思います。この技術基本計画を

組み立てるに当たって、これまで将来の２０年後、３０年後の社会をイメージして、それ

に応えるべく技術としてどういうものが必要かという議論を重ねてきて、今、どこまでで

きているか、何が足りないかという議論を今おこなっているという状況かと思いますが、

今後、この議論を深めて新しい計画を作ろうとしているときに、どういう視点で、どうい

う議論の進め方、計画の作り方をするのがいいのかということそのものが少し我々、工夫

していく必要があるのかなと感じているところです。 

 技術そのもの、どういうものが必要かということと同時に、社会実装する、あるいはそ

れを支える人を育てるということを考えると、それを生かすための制度とか、仕組みとか、

今まで我々が作り上げてきた制度、仕組みそのものをどう再構築するか。あるいは足りな

いところに新しい仕組みをどういうふうに入れていくのがいいのか。石田先生の言葉を借

りれば、それはソフト技術というふうに言えるものなのかもしれませんけれども、そうい

うものもここでは何か具体的に議論をして、何が必要かということを何か明示していく、
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計画の中に盛り込んでいく必要があるのかなと感じているところです。来年度、それほど

たくさん十分に時間があるわけではないのですけれども、その中でどういう計画の作り方

をするのがいいのかという意味で、何か御助言なり、御示唆なり、こんな観点もというこ

とで御意見を今現在いただけると、今後、事務局でもそういう視点を取り込んで計画を考

えていただけるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【石田委員】  すみません、しゃべってばかりで申し訳ございません。今、小澤先生が

おっしゃったこと、すごく大変で、かつめちゃくちゃ難しいことだと思っておりまして、

１つだけ例を挙げて申し上げますと、カーボンニュートラルって、いっぱい出てまいりま

したけれども、国土交通行政が関連する分野からの関係する、責任を持っているわけでは

りませんが、関連する分野からのＣＯ２の年間排出量は７億トンほどあります。国土交通

行政で責任ある、あるいは権限がある部分からの削減目標量は、９,０００万トンほどで

す。そのギャップをどうするのという問題があって、これは従来の行政のやり方では、多

分、できないだろうと思います。 

 ５０年のカーボンニュートラルって、本当に厳しいと思いますけれども、でも、政府の

公約としてやってしまった以上、仕方ないので、しかも、そういう中で７億トン弱に関係

しているわけですから、そこをどう打破していく、これ、連携の在り方であったり、新た

な行政の在り方であったりというところを、本当、難しいと思うのですけれども、ぜひ皆

さん頑張っていただければなと思っているだけなので、ソリューションにならないのです

けれども、ぜひよろしくお願いします。 

【小澤部会長】  ありがとうございます。 

 そういう意味では、国土交通省から政府全体に対してのメッセージを挙げるということ

も、ここ、この技術部会では必要なものであれば、テーマであればぜひ提案させていただ

けるといいのかなと思いますので、技術開発にいろいろな分野の人たちとの連携が必要に

なると同時に、政策そのものもいろいろな形で周りとの連携を考えて政策を作り上げてい

くということも大事な視点なのかなと思います。いかがでしょうか。 

【小林委員】  １ついいですか。 

【小澤部会長】  どうぞ、お願いします。 

【小林委員】  再びすみません、國學院大学、小林です。先ほど部会長からも、小澤先

生からも社会実装とか人材の件を具体的に盛り込んでいきたい、議論していきたいという
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お話がございましたけれども、また、前半の議論でもＡＩをどう活用するかというような

話があったと思いますが、システム開発の面ではアジャイルで進めるという潮流になって

いると思います。ですので、やってみて分かることや、ユースケースを重ねるとか、観光

庁さんでも観光ＤＸ事業などでは、調査事業では、社会実装までは行かなくてもその可能

性が見えてきたという実例が非常に多くございます。 

 もちろん、インフラについては一度作ってしまったら簡単にはやめられないこともある

かもしれませんけれども、できるだけ多くの人に使っていただいて、声をいただきながら

進めるという方式も、なかなか国の予算となじまないところがあるのか、ないのかという

のは分かりませんけれども、そういった進め方もできるようなことが分野によっては、ま

た、内容によっては進められると非常に社会実装、あるいは人材育成が促進されるのでは

ないかなと考えておりますので、また議論させていただければと思います。 

 以上です。 

【小澤部会長】  どうもありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、今後も次の技術基本計

画の策定の議論は継続して進めさせていただければと思いますが、本日、特に分野横断の

ところは、もし質問がございましたらお受けしたいと思いますし、全体を通して何か言い

足りないこと、あるいはコメント等ございましたらお受けしたいと思いますが、よろしい

ですか。 

 ないようでございますので、本日の議事は以上ということで、事務局へ進行をお返しし

たいと思います。 

【村上室長】  小澤部会長、ありがとうございました。 

 それでは、国交省側から何か御発言等ありますでしょうか。それでは、本日の会議の閉

会に当たりまして、大臣官房技術総括審議官の中﨑より御挨拶申し上げます。中﨑技術総

括審議官、よろしくお願いいたします。 

【中﨑審議官】  今日は、この技術部会、年度末のお忙しい時期に長時間にわたり御議

論いただきまして、ありがとうございました。いただいた御意見は非常に幅広くて、社会

問題である省力化のために、特にメンテナンスの省力化のために必要な技術だというお話

から、その後、ＡＩの活用においても注意すべきこと、できること、できないことの見極

め、それから、ＧＸへの貢献についての考え方、また、社会実装のためのソフトの話、

多々意見をいただきました。また、ＡＳＭなど新しい技術の活用、それから、場として、
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都市部だけではなくて交通空白のある地域の検討の話とか、たくさん意見をいただいてい

ます。 

 我々、分野もたくさんある国土交通省でございますけれども、インフラ、それから、交

通の全てを含む分野のまさに分野横断で取り組んでいくという意識でございますし、最後

に御指摘がありましたように政策の作り方でも、周りとの連携を強めていただければとい

うお話がありましたので、これは念頭に置きながら次回以降、作り込みを始めさせていた

だきたいと思っておりますので、引き続きの御指導いただけるようにお願いいたしまして、

挨拶とさせていただきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

【村上室長】  ありがとうございました。 

 最後に、本日の議事録につきましては、後日、委員の皆様に御確認いただいた上で、国

土交通省のホームページで公表させていただきます。また、本日いただきました御意見に

つきましては、今後の検討の参考にさせていただきます。 

 以上をもちまして、第３６回技術部会を閉会いたします。どうもありがとうございまし

た。 

 

―― 了 ―― 


